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教育職員免許状取得について 
 

１．学部学生の教育職員免許状の取得について 

〈はじめに〉 

 近年，小・中・高等学校等教員の資質の向上が問われています。とりわけ，低学年・身体の不自

由な者等の児童・生徒への対応が肝要とされ，このこともあって，小・中学校の教育職員免許状を

得するためには，単に教育実習のみならず，「介護等体験」の実習を受けることが義務づけられま

した。 

 小・中・高等学校等の教育職員となるには，教科に関する専門科目の修得はもとより，教育を行

うための基本となる教職に関する専門科目の修得が必要で，人間性豊かな資質を涵養することが極

めて重要と言われています。 

 これらのことを念頭において，教育職員免許状を取得しようとする者は，安易に教員の資格を取

得するためと言ったことでなく，将来，教育職員を目指す強い意志をもって，必要な科目を履修す

る必要があります。 

 

（１）大学以外の教育職員として教育職に従事するためには，教育職員免許法及び同法施行規則に

定めるところに従って，免許状の取得に必要な科目を修得しなければなりません。 本学部学生で

取得可能な教育職員免許状の種類は別表１に掲げたとおりです。 

 なお，教育職員免許状の取得に必要な科目の一つとして「教育実習」がありますが，教育実習

を履修しようとする者は，卒業後に中学校・高等学校の教師として就職を目指す意志の強い者で

なければ，中学校・高等学校における教育実習生として受け入れされない場合がありますので注

意してください。 

 

（２）これらの免許状を取得しようとする者は，卒業に必要な専門教育等の授業科目を履修しなが

ら，教育職員免許法及び同法施行規則に規定されている必要な科目の単位を修得しなければなり

ません。 

①高等学校教諭一種免許状の取得に必要な「教科に関する科目」及び「教科又は教職に関する科

目」は，大学の卒業に必要な授業科目（単位）の修得の範囲で可能な場合が大半です。 

②中学校教諭一種免許状（理科）の取得に必要な「教科に関する科目」のうち実験に関する科目

については，所属する学科に係る実験のほか，全ての分野の実験について修得しなければなら

ないので，相当の努力が必要です。 

③「教職に関する科目」の大部分は，学務部で開講される授業科目を修得しなければなりません。 

 

（３）「教科」・「教職」・「教科又は教職」に関する科目は，教育職員免許法施行規則に定める

科目の各区分の科目・単位を修得しなければなりません。 

 なお，教育職員免許法施行規則により，教育職員免許状の取得に共通した科目として，「日本

国憲法（２単位）」，「体育（２単位）」，「外国語コミュニケーション（２単位）」及び「情

報機器の操作（２単位）」を修得しなければなりません。 具体的には，学務部開講の「日本国

憲法」，全学共通授業科目の「健康・スポーツ科学実習Ⅰ，Ⅱ」，「英語リーディングⅠ，Ⅱ」

及び「情報基礎，情報科学」を修得する必要があります。 
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（４）別表１の教育職員免許状の種類に応じて，別表２により当該免許状の取得に必要な「教科に

関する科目」，「教職に関する科目」及び「教科又は教職に関する科目」の単位数を確認してく

ださい。 

 

（５）別表３（中学校），別表４（高等学校）に定める「教科に関する科目」の単位の修得方法に

より，免許教科に関する科目ごとに定められた最低修得単位数 （合計２０単位）を，学科ごとに

定められた科目から修得してください。 

 

（６）別表５に定める「教職に関する科目の単位」（中学校３３単位，高等学校２９単位）は各欄

の必要単位数に応じて修得してください。教職科目は２年次から履修できます。 

 

（７）教育実習について 

 教育実習の単位数は，事前・事後実習（１単位），実習校での実習（中学校の免許状を取得す

る場合は４単位，高等学校の免許状を取得する場合は２単位）からなっています。 

① 教育実習の申し込み手続きについては，３年次の４月初旬に開催される説明会にて参加し，

申込み，４年次で実習を行います。説明会の開催については，掲示により通知します。 

② 事前・事後実習は，実習校での実習の前後に教育実習の一環として行われます。 

 

（８）介護等体験について 

 平成１０年４月入学者から，中学校の教育職員免許状を取得しようとする場合は，特殊教育諸

学校及び社会福祉施設において，７日間以上の介護等体験を行うことが義務づけられています。 

 本学部の学生は３年次に行います。２年次の１１月に必要な手続き等について掲示により通知

します。  

 

（９）教職科目「教職実践演習」と「履修カルテの作成」について 

  平成２２年度４月入学者から，教職科目の「教職実践演習」が新たに必修科目となり，４年次

後期に履修します。「教職実践演習」を履修するにあたり，教員免許取得に必要な科目の履修を

始めてから「教職実践演習」の授業を受けるまでの間に，各自が教員になる上での自身の課題や

教員免許取得に必要な科目の修得・理解状況などを把握するために「履修カルテ」を作成します。

各自が作成した「履修カルテ」は４年次前期に理学研究科教務学生係へ提出します。 

 

（７），（８），（９）については，神戸大学教職課程専門委員会作成の 「神戸大学【教職課程

ハンドブック】 」を事前によく読んでおいてください。 
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（10）担当窓口について 

 学務部で開講する授業科目に関すること，教育実習・介護等体験については，学務部教員免許

担当が担当窓口となっています。 教育実習・介護等体験は学務部教員免許担当にて諸手続等を

行います。 

 教育職員免許状の取得に必要な科目の修得・履修方法等に関することについては，理学研究科

教務学生係に問い合わせてください。 

 

（11）教育職員免許状授与申請について 

 卒業時における教育職員免許状の授与申請は，教員免許取得希望者からの申請に基づいて，大

学から兵庫県教育委員会に一括して行います。詳細については４年次の１１月末頃，掲示により

通知しますので注意してください。 
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【別 表１】 理学部で取得できる免許状の種類 

       

 学   科 教育職員免許状の種類 免許教科  

  

 
数  学  科 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 
数 学 

 

  

  

  

 

物 理 学 科 

化  学  科 

生 物 学 科 

地球惑星科学科 

中学校教諭一種免許状 

 

高等学校教諭一種免許状 

理 科 

 

         

 

【別 表２】  免許状取得のための基礎資格と最低修得単位数  

 

大学における最低修得単位数 
所要資格 

免許状の種類 
基 礎 資 格 

教科に関
する科目

教職に関
する科目 

教科又は
教職に関
する科目 

専修免許状 修士の学位を有すること。 20 31 32 

中学校教諭 

一種免許状 学士の学位を有すること。 20 31 8 

専修免許状 修士の学位を有すること。 20 23 40 

高等学校教諭 

一種免許状 学士の学位を有すること。 20 23 16 

                  

 上記の他，「日本国憲法（２単位）」，「体育（２単位）」，「外国語コミュニケーシ

ョン（２単位）」及び「情報機器の操作（２単位）」を修得しなければなりません。具体

的には，学務部開講の「日本国憲法」，全学共通授業科目の「健康・スポーツ科学実習Ⅰ，

Ⅱ」，「英語リーディングⅠ，Ⅱ」及び「情報基礎，情報科学」の単位を修得する必要が

あります。 
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【別表３】中学校教諭の「教科に関する科目」の単位修得方法   

免許教科 教 科 に 関 す る 科 目 最低修得単位数 

代 数 学 

幾 何 学 

解 析 学 

「確 率 論，統 計 学 」 

数  学 

コ ン ピ ュ ー タ 

計 20 単位 

物 理 学 

物理学実験（コンピュータ活用を含む。） 

化   学 

化 学 実 験（コンピュータ活用を含む。） 

生 物 学 

生物学実験（コンピュータ活用を含む。） 

地   学 

理  科 

地 学 実 験（コンピュータ活用を含む。） 

計 20 単位 

 

 

【別表４】高等学校教諭の「教科に関する科目」の単位修得方法   

第 １ 欄 第 ２ 欄 第 ３ 欄  

免許教科 教 科 に 関 す る 科 目 最低修得単位数 

代 数 学 

幾 何 学 

解 析 学 

「確率論，統計学」 

数  学 

コンピュータ 

計 20 単位 

物 理 学 

化   学 

生 物 学 

地   学 
理  科 

「物理学実験（コンピュータ活用を含む。）, 

 化学実験（コンピュータ活用を含む。）, 

 生物学実験（コンピュータ活用を含む。）, 

 地学実験（コンピュータ活用を含む。）」 

計 20 単位 
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【別表５】教職に関する科目の単位    

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授業科目 

科 目 各科目に含める必要事項 単位数 授 業 科 目 単位数 
備  考 

・教職の意義及び教員の役割 

・教員の職務内容（研修，服務及

び身分保障等を含む。） 

教職の意義

等に関する

科目 
・進路選択に資する各種の機会の

提供等 

2 ○教職論 2 ２単位必修 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 
○教育学概論 2 ２単位必修 

・幼児，児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程（障害のある

幼児，児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程を含む。） 

 教育心理学 

 青年心理学 

2 

2 

 

１科目（２単位）

選択必修 

 教育行政学  2 

 教育制度概説 2 

教育の基礎

理論に関す

る科目 

・教育に関する社会的，制度的又

は経営的事項 

6 

 教育政策 2 

１科目（２単位）

選択必修 

・教育課程の意義及び編成の方法 ○中等カリキュラム論 2 ２単位必修 

 数学教育論Ａ   2 

 数学教育論Ｂ   2 

 数学教育論Ｃ   2 

 数学教育論Ｄ   2 

 理科教育論Ａ   2 

 理科教育論Ｂ   2 

 理科教育論Ｃ   2 

・各教科の指導法 

 理科教育論Ｄ 2 

該当する教科教育法

について２科目（４単

位）選択必修 

・道徳の指導法 ○道徳教育の研究 2 中一種のみ必修 

・特別活動の指導法 ○特別活動指導法 2 ２単位必修 

○教育方法学 2 

授業デザイン論 2 

教育課程及

び指導法に

関する科目 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

中 12

 

高  6

 学習指導論 2 

２単位必修 

１科目（２単位）

選択必修 

・生徒指導の理論及び方法 

・進路指導の理論及び方法 
○生徒指導論Ⅰ 2 ２単位必修 

生徒指導，

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。)の理

論及び方法 

4 

○生徒指導論Ⅱ 2 ２単位必修 

○教育実習事前事後指導 1 １単位必修 
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○中学校教育実習Ⅱ 4 中一種必修 

中学校教育実習Ⅰ 2 

教育実習 
中 5

高 3

高等学校教育実習 2 

高一種は１科目（２

単位）選択必修    

教職実践演習 2 ○教職実践演習(中・高) 2 ２単位必修 

合    計 

（免許法施行規則に定める最低修得単位数）

中 31

高 23

合    計 

（本学での最低修得単位数） 

中一種 ３３ 

高一種 ２９ 

注１．授業科目名の頭につく○印は免許法上の指定科目（必修）を示す。 

注２．教職に関する科目は，履修科目の登録の上限には算入されない。 
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◎全学科に共通で取得が必要な科目    

教育職員免許法施行規則第 66 条の６に定める科目 

免許法施行規則に定める科目及び単位数 左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 

科     目 単位数 授 業 科 目 単位数

日 本 国 憲 法 2 ○日本国憲法 2 

○健康・スポーツ科学実習Ⅰ 1 
体       育 2 

○健康・スポーツ科学実習Ⅱ 1 

○英語リーディングⅠ 1 
外国語コミュニケーション 2 

○英語リーディングⅡ 1 

○情報基礎 1 
情 報 機 器 の 操 作 2 

○情報科学 2 

注．○印は免許法上の指定科目（必修）を示す。   
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- 210 -

 

教科に関する科目表（数学科）   
免許法施行規則に定める科目区分 左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 

単位数 
科   目 単位数 開設授業科目 

必修 選択 
履 修 方 法 

代数学Ⅰ・同演習 3     
代数学Ⅱ  2   
代数学Ⅲ・同演習  3   
代数学Ⅳ  2   
線形代数学１  2   
線形代数学２  2   

代  数  学 

線形代数学Ⅲ 2     
幾何学Ⅰ・同演習 3     
幾何学Ⅱ・同演習  3   
幾何学Ⅲ  2   
幾何学Ⅳ  2   
数学要論Ⅰ 2     

幾  何  学 

数学要論Ⅱ・同演習 3     
解析学序論Ⅰ  2   
解析学序論Ⅱ  2   
微分積分学１ 2     
微分積分学２ 2     
解析学Ⅲ  2   
解析学Ⅳ  2   
解析学Ⅴ  2   

解  析  学 

関数論・同演習  3   
「確率論，統計学」 確率論Ⅰ 2     
コンピュータ 

 中 
   20 
 高 

計算数学Ⅰ・同演習 3     

注．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。 

      

教科又は教職に関する科目表（数学科）    
左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 免 許 法 施 行 規 則 に 

定 め る 科 目 区 分 等 単位数 
 単位数 

開設授業科目 
必修 選択 

備   考 

  代数学Ⅴ  2  
教科又は教職に関する科目  代数学特論  2 

  幾何学Ⅴ  2 
  幾何学特論  2 

この欄の必修・選
択は，卒業要件の
必修・選択を示す。

  数学通論 2   
  解析学Ⅵ・同演習  3  

解析学Ⅶ  2  
中一種免（数  学） 中  8 

解析学Ⅷ  2  
  複素解析  2  
  関数解析学Ⅰ  2  

関数方程式論Ⅰ  2  
高一種免（数  学） 高 16 

関数解析学Ⅱ  2  
  関数方程式論Ⅱ  2  
  解析学特論  2  
  応用解析学  2  
  応用数学特論  2  
  確率論Ⅱ  2  
  数学特論  2  
  離散数学Ⅰ  2  
  離散数学Ⅱ  2  

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教
科又は教職に関する科目」に加算する。 
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教科に関する科目表（物理学科）       

免許法施行規則に定める科目区分 左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 
単位数 

科   目 単位数 開設授業科目 
必修 選択 

履 修 方 法 

現代物理学 2   
力学Ⅰ  2  
力学Ⅱ  2  
波動物理学  2  
電磁気学Ⅰ  2  
電磁気学Ⅱ  2  
熱統計物理学  2  
統計物理学Ⅰ  2  
統計物理学Ⅱ  2  
物理数学基礎  2  
物理数学Ⅰ  2  
物理数学Ⅱ  2  
量子力学Ⅰ  2  
量子力学Ⅱ  2  

物  理  学 

物理実験学  2  
物理学実験Ⅰ 3   
物理学実験Ⅱ  3  

物  理  学  実  験 
(コンピュータ活用を含む。) 

物理学実験Ⅲ  3  
化    学 基礎物理化学 2   

化学実験 2   化 学 実 験 
(コンピュータ活用を含む。)     

生  物  学 生物学Ⅰ 2   
生物学実験 2   生  物  学  実  験 

(コンピュータ活用を含む。)     
地     学 基礎地学 2   

地学実験 2   地 学 実 験 
(コンピュータ活用を含む。) 

 
中 

   20 
高 

    
注１．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。 
注２．高等学校免許状のみ取得する場合，実験科目は，「免許法施行規則に定める科目区分」の物

理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験から，いずれかを選択し，それぞれの履修方法に従
って履修すること。 

 

教科又は教職に関する科目表（物理学科）    

左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 免 許 法 施 行 規 則 に 
定 め る 科 目 区 分 等 単位数 

 単位数 
開設授業科目 

必修 選択 
備   考 

  解析力学  2  
教科又は教職に関する科目  電磁力学  2 

  量子力学Ⅲ  2 
物理学情報処理演習  2 

中一種免（理 科）  中 8 
相対性理論  2 

この欄の必修・選
択は，卒業要件の
必修・選択を示す。

宇宙物理学  2  
一般相対性理論  2  高一種免（理 科）  高 16 
物性物理学Ⅰ  2  

  物性物理学Ⅱ  2  
  原子核物理学  2  

  素粒子物理学  2  

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教
科又は教職に関する科目」に加算する。 
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教科に関する科目表（化学科）     

免許法施行規則に定める科目区分 左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 
単位数 

科   目 単位数 開設授業科目 
必修 選択 

履 修 方 法 

物  理  学 現代物理学 2   物理学科開設 
物理学実験 2     物  理  学  実  験 

(コンピュータ活用を含む。)       
物理化学基礎  2 
化学熱力学Ⅰ 2   
化学熱力学Ⅱ 2   
量子化学Ⅰ 2   
量子化学Ⅱ 2   
無機化学基礎  2 
無機化学Ⅰ 2   
無機化学Ⅱ 2   
分析化学Ⅰ 2   
有機化学基礎  2 
有機化学Ⅰ 2   
有機化学Ⅱ 2   
有機化学Ⅲ 2   

化     学 

生物化学Ⅰ 2   

 
物理化学基礎，無
機化学基礎，有機
化学基礎から１科
目選択必修 

化学実験 2     
化学実験Ⅰ 8     

化 学 実 験 
(コンピュータ活用を含む。) 

化学実験Ⅱ 6     
生  物  学 生物学Ⅰ 2     

生物学実験 2     生  物  学  実  験 
(コンピュータ活用を含む。)        

地     学 基礎地学 2     
地学実験 2     地 学 実 験 

(コンピュータ活用を含む。) 

中 
  20 
高 

       
 
注１．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。 
注２．高等学校免許状のみ取得する場合，実験科目は，「免許法施行規則に定める科目区分」の物

理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験から，いずれかを選択し，それぞれの履修方法に従
って履修すること。 

      

教科又は教職に関する科目表（化学科） 

左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 免 許 法 施 行 規 則 に 
定 め る 科 目 区 分 等 単位数 

  単位数 
開設授業科目 

必修 選択 
備   考 

   化学熱力学Ⅲ  2   
教科又は教職に関する科目  量子化学Ⅲ  2 

無機化学Ⅲ  2 
中一種免（理 科） 中  8 

固体化学  2 
分析化学Ⅱ  2 

この欄の必修・選
択は，卒業要件の
必修・選択を示す。

高一種免（理 科） 高 16 
生物化学Ⅱ  2   

  有機合成化学  2   

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教
科又は教職に関する科目」に加算する。 

 

- 216 -



 

 

- 213 -

 
教科に関する科目表（生物学科） 
免許法施行規則に定める科目区分 左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 

単位数 
科   目 単位数 開設授業科目 

必修 選択 
履 修 方 法 

物  理  学 現代物理学 2   物理学科開設 
物理学実験 2     物  理  学  実  験 

(コンピュータ活用を含む。)        
化     学 基礎有機化学 2     

化学実験 2     化 学 実 験 
(コンピュータ活用を含む。)        

細胞生物学基礎 2     
生化学基礎 2     
進化系統学基礎 2     
生態学基礎 2     
発生遺伝学基礎 2     
分子生物学基礎   2     
動物生理学基礎 2     
植物生理学基礎 2   
生物学演習Ⅰ  2   

生  物  学 

生物学演習Ⅱ  2   
生物学実験ⅠＡ 2     
生物学実験ⅠＢ 2     
生物学実験ⅡＡ 2     
生物学実験ⅡＢ 2     
生物学実験ⅡＣ 2   
生物学実験ⅢＡ 2     
生物学実験ⅢＢ 2     

生  物  学  実  験 
(コンピュータ活用を含む。) 

生物学実験ⅢＣ 2     
地     学 基礎地学 2     

地学実験 2     地 学 実 験 
(コンピュータ活用を含む。) 

 中 
  20 
 高 

       
注１．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。 
注２．高等学校免許状のみ取得する場合，実験科目は，「免許法施行規則に定める科目区分」の物

理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験から，いずれかを選択し，それぞれの履修方法に従
って履修すること。 

 
教科又は教職に関する科目表（生物学科） 

左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 免 許 法 施 行 規 則 に 
定 め る 科 目 区 分 等 単位数 

  単位数 
開設授業科目 

必修 選択 
備   考 

    形態形成論             2   
教科又は教職に関する科目   生物システム論         2 

    植物構造生理学  2 
    海洋生物学  2 
  神経生理学  2 

神経行動学  2 
動物系統地理学  2 中一種免（理 科） 中 8 
遺伝情報機能論  2 

    神経細胞生物学  2 

この欄の必修・選
択は，卒業要件の
必修・選択を示す。

    進化生物学   2   
分子生物学  2   

高一種免（理 科） 高 16 
細胞生化学   2   

    細胞内分子機構論       2   
    環境解析学             2   
  細胞構築論   2   

  細胞コミュニケーション  2   
    植物環境生理学  2   
    分子遺伝学   2   
    生体物理化学           2   
    情報分子構造論         2   
    行動分子生理学  2   
    植物分子発生学  2   
    野外実習Ⅰ             1   
    野外実習Ⅱ             1   
    臨海実習Ⅰ             1   
    臨海実習Ⅱ  1   

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，「教
科又は教職に関する科目」に加算する。 

- 217 -



 

 

- 214 -

 
教科に関する科目表（地球惑星科学科） 

免許法施行規則に定める科目区分 左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 
単位数 

科   目 単位数 開設授業科目 
必修 選択 

履 修 方 法

物  理  学 現代物理学 2   物理学科開設
物理学実験 2      物  理  学  実  験 

(コンピュータ活用を含む。)         
化     学 基礎無機化学 2      

化学実験 2      化 学 実 験 
(コンピュータ活用を含む。)         

生  物  学 生物学Ⅰ 2      
生物学実験 2      生  物  学  実  験 

(コンピュータ活用を含む。)         
地球惑星物質科学  2    
惑星物質科学  2    
固体地球物理学Ⅰ  2    
惑星物理学  2    
宇宙惑星科学  2    
地球惑星科学概論Ⅰ 2      

地     学 

地球惑星科学概論Ⅱ 2      
地球惑星科学実験実習の基礎 3     
地球惑星科学実習Ａ  2    
地球惑星科学実習Ｂ  2  
地球惑星科学実習Ｃ  2  
地球惑星科学実習Ｄ  2  

  
地 学 実 験 

(コンピュータ活用を含む。) 

 中 
   20 
 高 

地球惑星科学実習Ｅ  2    
注１．単位数欄の必修・選択は教員免許取得のための必修・選択を示す。 
注２．高等学校免許状のみ取得する場合，実験科目は，「免許法施行規則に定める科目区分」の

物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験から，いずれかを選択し，それぞれの履修方法
に従って履修すること。 

 
教科又は教職に関する科目表（地球惑星科学科）     

左 記 に 対 応 す る 開 設 授 業 科 目 免 許 法 施 行 規 則 に 
定 め る 科 目 区 分 等 単位数 

 単位数 
開設授業科目 

必修 選択 
備   考 

    生命情報基礎論  2     
教科又は教職に関する科目   地球惑星科学基礎Ⅰ  2 

地球惑星科学基礎Ⅰ演習  1 
中一種免（理 科） 中  8 

地球惑星科学基礎Ⅱ  2 
地球惑星科学基礎Ⅱ演習  1 

この欄の必修
・選択は，卒業
要件の必修・選
択を示す。 

高一種免（理 科） 高  16 
地球惑星科学基礎Ⅲ  2     

    地球惑星科学基礎Ⅲ演習  1     
    地球惑星科学基礎Ⅳ  2     
    地球惑星科学基礎Ⅳ演習  1     

注．「教職に関する科目表」及び「教科に関する科目表」の科目で所定の単位を超えた単位は，
「教科又は教職に関する科目」に加算する。 
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２．大学院生（前期課程）の教育職員免許状の取得について 

 

（１）理学研究科博士課程前期課程で取得できる免許状の種類は，次のとおりです。 

専   攻 教育職員免許状の種類 免許教科 

中学校教諭専修免許状 
数 学 専 攻 

高等学校教諭専修免許状 
数 学 

物 理 学 専 攻 

化 学 専 攻 
中学校教諭専修免許状 

生 物 学 専 攻 

地球惑星科学専攻 
高等学校教諭専修免許状 

理 科 

 

（２）上記の免許状を取得するためには，次の基礎資格が必要です。 

大学における最低修得単位数 その他   

所要資格 

免許状の 

種類 

基 礎 資 格 教科に
関する
科目 

教職に
関する
科目 

教科又は
教職に関
する科目

中学校教諭 

一種免許状 

学士の学位を有す

ること。 
20 31 8 

高等学校教諭 

一種免許状 

学士の学位を有す

ること。 
20 23 16 

 左記のほか，教育免許

法施行規則第 66 条の６

に定める科目を修得する

こと。 

 また，中学校の免許状

を取得しようとする者

は，介護等体験が義務づ

けられている。 

 

（３）専修免許状の取得の要件 

中学校教諭専修免許状又は高等学校教諭専修免許状を取得するためには，上記（２）の基

礎資格および大学における最低修得単位数等を得た後，大学院の課程において，教育職員免

許法第５条別表第１に定める「教科又は教職に関する科目」について 24 単位以上を修得する

こととされています。 

理学研究科博士課程前期課程では，「教科に関する科目」に係る授業科目を開講しており，

上記（２）の基礎資格および大学における最低修得単位数等を得た者が，各専攻で定められ

た次に掲げる授業科目から 24 単位以上を修得することにより，当該専攻で取得可能な免許状

を前期課程修了時に取得することができます。 
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【数学専攻】（数学の教科に関する科目） 

     

 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 

 解析学Ⅰ 2 構造数理特論Ⅰ 2 

 解析学Ⅱ 2 構造数理特論Ⅱ 2 

 代数学 2 応用数理特論Ⅰ 2 

 幾何学 2 応用数理特論Ⅱ 2 

 表現論 2 数学講究Ⅰ 4 

 計算情報数学 2 数学講究Ⅱ 4 

 確率論 2 数学講究Ⅲ 4 

 解析数理特論Ⅰ 2 数学講究Ⅳ 4 

 解析数理特論Ⅱ 2   

     

     

【物理学専攻】（理科の教科に関する科目） 

     

 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 

 物性論Ⅰ 4 素粒子実験学Ⅲ 1 

 高エネルギー物理学Ⅰ 4 素粒子実験学Ⅳ 1 

 理論物理学Ⅰ 4 素粒子理論Ⅰ 2 

 量子ダイナミクスⅠ 2 素粒子理論Ⅱ 1 

 量子ダイナミクスⅡ 2 量子物性Ⅰ 2 

 低温物性学 2 量子物性Ⅱ 2 

 極限物性学 2 論文講究Ⅰ 4 

 電子物性学 2 論文講究Ⅱ 4 

 素粒子実験学Ⅰ 1 特定研究Ⅰ 4 

 素粒子実験学Ⅱ １ 特定研究Ⅱ 4 

     

     

【化学専攻】（理科の教科に関する科目） 

     

 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 

 物理化学Ⅰ 2 溶液化学・生物無機化学特論 2 

 物理化学Ⅱ 2 有機化学特論 2 

 無機化学Ⅰ 2 生物化学特論 2 

 無機化学Ⅱ 2 構造解析学 2 

 有機化学Ⅰ 2 理論生物化学 2 

 有機化学Ⅱ 2 論文講究Ⅰ 4 

 反応化学特論 2 論文講究Ⅱ 4 

 物性物理化学特論 2 特定研究Ⅰ 4 

 無機・分析化学特論 2 特定研究Ⅱ 4 
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【生物学専攻】（理科の教科に関する科目） 

     

 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 

 生体分子機構概論Ⅰ 2 分子遺伝学特論 2 

 生体分子機構概論Ⅱ 2 神経生物学特論 2 

 生命情報伝達概論Ⅰ 2 情報伝達機構特論 2 

 生命情報伝達概論Ⅱ 2 発生生物学特論Ⅰ 2 

 生物多様性概論Ⅰ 2 系統分類学特論 2 

 生物多様性概論Ⅱ 2 生態学特論 2 

 生理学特論Ⅰ 2 生命薬理学特論Ⅰ 2 

 生理学特論Ⅱ 2 論文講究Ⅰ 4 

 生化学特論Ⅰ 2 論文講究Ⅱ 4 

 生化学特論Ⅱ 2 特定研究Ⅰ 4 

 細胞生物学特論 2 特定研究Ⅱ 4 

     

     

【地球惑星科学専攻】（理科の教科に関する科目） 

     

 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数 

 地球惑星科学通論Ⅰ 2 地球惑星科学詳論Ⅳ 2 

 地球惑星科学通論Ⅱ 2 論文講究Ⅰ 4 

 地球惑星科学要論 4 論文講究Ⅱ 4 

 地球惑星科学詳論Ⅰ 2 特定研究Ⅰ 4 

 地球惑星科学詳論Ⅱ 2 特定研究Ⅱ 4 

 地球惑星科学詳論Ⅲ 2 

 

（４）教育職員免許状授与申請について 

修了時における教育職員免許状の授与申請手続きについては，２年次の 12 月に掲示により

通知しますので注意してください。 
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